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形
の
支
払
期
日
は
、
手
形
法
33

条
で
確
定
日
払
い
、
一
覧
払

い
、
一
覧
後
定
期
払
い
、
日
付
後
定
期

払
い
の
４
種
類
が
定
め
ら
れ
て
い
ま

す
。

　

確
定
日
払
い
は
支
払
期
日
欄
に
「
平

成
31
年
４
月
15
日
」
の
よ
う
に
特
定
の

日
を
支
払
期
日
と
し
て
指
定
さ
れ
ま

す
。
流
通
し
て
い
る
手
形
の
ほ
と
ん
ど

が
確
定
日
払
い
の
手
形
で
す
。

　

一
覧
払
い
は
通
常
、「
一
覧
払
い
」

等
と
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。
受
取
人
等

が
支
払
呈
示
し
た
日
を
支
払
期
日
と
す

る
も
の
で
す
。
一
覧
後
定
期
払
い
は

「
一
覧
後
60
日
払
い
」
な
ど
と
記
載
さ

れ
、
今
年
５
月
10
日
に
呈
示
さ
れ
る
と

60
日
後
の
７
月
９
日
が
支
払
期
日
と
な

り
ま
す
。
日
付
後
定
期
払
い
は
「
日
付

後
30
日
払
い
」
な
ど
と
記
載
さ
れ
ま

す
。元

年
・
１
年
い
ず
れ
も
有
効

　

支
払
期
日
が
改
元
後
の
場
合
に
は
、

支
払
期
日
欄
の
「
平
成
」
に
二
重
線
を

引
い
て
、
新
元
号
「
令
和
」
を
記
載
し

て
訂
正
す
る
方
法
を
認
め
て
い
る
金
融

機
関
が
ほ
と
ん
ど
で
す
。
手
形
金
額
欄

手

以
外
の
訂
正
で
は
通
常
訂
正
印
が
必
要

と
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
の
場
合
は
訂

正
印
が
な
く
て
も
問
題
あ
り
ま
せ
ん
。

「
令
和
元
年
」「
令
和
１
年
」
の
い
ず
れ

の
記
載
で
も
か
ま
い
ま
せ
ん
。

　

よ
っ
て
、
本
ケ
ー
ス
の
手
形
は
一
般

的
に
有
効
と
い
え
、
確
定
日
払
い
の
手

形
と
し
て
取
り
扱
え
ま
す
。

　

な
お
、
手
形
の
支
払
呈
示
期
間
は
一

覧
払
い
を
除
い
て
、
支
払
い
を
な
す
べ

き
日
お
よ
び
こ
れ
に
次
ぐ
２
取
引
日
と

手
形
法
で
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
た
だ

し
、
支
払
期
日
が
休
日
の
場
合
、
そ
の

翌
日
お
よ
び
こ
れ
に
次
ぐ
２
取
引
日
と

な
り
ま
す
。
一
覧
払
い
の
場
合
は
原
則

と
し
て
、
支
払
呈
示
は
振
出
日
か
ら
１

年
以
内
に
行
う
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

元
後
に
平
成
表
記
の
手
形
が
支

払
呈
示
さ
れ
た
場
合
の
取
扱
い

払
期
日
を
含
む
手
形
要
件
が
１

つ
で
も
欠
け
た
ら
、
手
形
は
有

に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
定
め
ら
れ

て
い
ま
す
。

①
振
出
日
が
改
元
前
の
日
付
と
な
っ
て

い
る
手
形
の
場
合

　

支
払
期
日
が
「
平
成
31
年
５
月
10

日
」
の
よ
う
に
記
載
さ
れ
て
い
る
手
形

が
支
払
呈
示
さ
れ
た
場
合
に
は
、
支
払

銀
行
は
こ
れ
を
新
元
号
「
令
和
」
に
読

効
で
は
あ
り
ま
せ
ん
（
手
形
法
２
条
）。

た
だ
し
、
支
払
期
日
が
記
載
さ
れ
て
い

な
い
手
形
は
一
覧
払
い
と
み
な
さ
れ
ま

す
。

　

一
方
で
、
商
慣
習
上
、
後
で
受
取
人

等
に
記
入
さ
せ
る
つ
も
り
で
意
図
的
に

支
払
期
日
を
記
載
せ
ず
手
形
を
振
り
出

す
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
を
白
地
手

改

支

み
替
え
て
取
り
扱
い
、
形
式
不
備
（
０

号
不
渡
事
由
）
に
よ
る
不
渡
返
還
を
行

わ
な
い
も
の
と
し
ま
す
。

新
元
号
の
施
行
後
も
有
効

②
振
出
日
が
改
元
後
の
日
付
と
な
っ
て

い
る
手
形
の
場
合

　

振
出
日
も
支
払
期
日
も
改
元
後
の
日

付
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
令
和
」
に
訂

正
さ
れ
ず
平
成
表
記
の
ま
ま
で
あ
る
手

形
が
支
払
呈
示
さ
れ
た
場
合
は
、
支
払

銀
行
は
「
令
和
」
に
読
み
替
え
て
取
り

扱
い
、
形
式
不
備
に
よ
る
不
渡
返
還
を

行
わ
な
い
も
の
と
し
ま
す
。

　

本
ケ
ー
ス
の
手
形
は
、
振
出
日
が
改

元
前
の
日
付
で
、
支
払
期
日
が
改
元
後

の
日
付
で
平
成
表
記
に
な
っ
て
い
ま
す

の
で
、
前
述
し
た
㋐
に
該
当
し
ま
す
。

よ
っ
て
、
支
払
呈
示
さ
れ
た
場
合
は
形

式
不
備
に
よ
る
不
渡
返
還
は
せ
ず
、
支

払
期
日
を
「
令
和
元
（
令
和
１
）
年
５

月
31
日
」
と
読
み
替
え
て
対
応
し
ま

す
。

形
と
い
い
ま
す
。

振
出
人
に
照
会
の
う
え
対
応

　

本
ケ
ー
ス
の
よ
う
な
手
形
が
、
一
覧

払
い
の
手
形
か
白
地
手
形
か
は
振
出
人

や
受
取
人
な
ど
の
意
思
に
よ
っ
て
決
ま

り
ま
す
。

　

し
か
し
、
一
覧
払
い
の
手
形
を
振
り

出
す
場
合
は
、
振
出
人
が
支
払
期
日
欄

の
「
平
成　

年　

月　

日
」
の
文
言
を

抹
消
し
た
う
え
で
「
一
覧
払
い
」
等
と

記
入
す
る
の
が
普
通
で
す
。
た
と
え

「
一
覧
払
い
」
等
と
記
載
し
な
い
ま
で

も
支
払
期
日
欄
を
抹
消
し
て
振
り
出
す

べ
き
で
し
ょ
う
。

　

振
出
人
や
受
取
人
の
意
思
が
は
っ
き

り
し
な
い
と
き
は
、
白
地
手
形
と
解
す

る
の
が
裁
判
所
の
見
解
で
す
の
で
注
意

が
必
要
で
す
。

　

支
払
呈
示
さ
れ
た
場
合
に
は
、
振
出

人
に
照
会
の
う
え
、
支
払
い
の
意
思
が

あ
る
の
で
あ
れ
ば
小
切
手
と
引
替
え
に

支
払
う
べ
き
で
す
。

特集◆手形・小切手の見方と手続きの進め方
こんな手形・小切手には
どう対応する!?

ケース
スタディ

手形編①～⑥

高星敏朗
手形編⑦～⑩・小切手編

加来輝正

POINT

・「平成」に二重線が引かれ
「令和」が記載されている場
合、訂正印がなくても有効

・確定日払いの手形は支払期日
およびこれに次ぐ２取引日ま
でに支払呈示する

手形編①   ●

支払期日欄に「令和１年５月31日」と記載されている

手形編② 支払期日欄に「平成31年５月31日」とある

振
出
人
に
照
会
し
、
支
払
う

意
思
が
あ
る
な
ら
小
切
手
に

差
し
替
え
て
も
ら
う

POINT

新
元
号
に
読
み
替
え
て
取
り

扱
い
、
形
式
不
備
に
よ
る
不

渡
返
還
は
し
な
い

POINT

手形編③ 支払期日が空欄になっている

No. 約 束 手 形

殿
金額

支払期日

支　払　地

支払場所

平成 年 月 日

No.

上記金額をあなたまたはあなたの指図人へこの約束手形と
引替えにお支払いいたします

平成　　　年　　　月　　　日

振出地
住　所

振出人

収　入

印　紙

東京　0000

0000－000

㊞

　千歳工業株式会社

３１ ４ １７

１

東京都中野区

東京都中野区新井○－○－○
株式会社黒川商事
代表取締役　黒川浩一 ㊞

株式
会社 近代銀行中野支店

５ ３１

@1,000,000*

No. 約 束 手 形

殿
金額

支払期日

支　払　地

支払場所

平成 年 月 日

No.

上記金額をあなたまたはあなたの指図人へこの約束手形と
引替えにお支払いいたします

平成　　　年　　　月　　　日

振出地
住　所

振出人

収　入

印　紙

東京　0000

0000－000

㊞

　千歳工業株式会社

３１ ３ １５

３１

東京都中野区

東京都中野区新井○－○－○
株式会社黒川商事
代表取締役　黒川浩一 ㊞

株式
会社 近代銀行中野支店

５ ３１

@1,000,000*

No. 約 束 手 形

殿
金額

支払期日

支　払　地

支払場所

平成 年 月 日

No.

上記金額をあなたまたはあなたの指図人へこの約束手形と
引替えにお支払いいたします

平成　　　年　　　月　　　日

振出地
住　所

振出人

収　入

印　紙

東京　0000

0000－000

㊞

　千歳工業株式会社

３１ ４ １７

東京都中野区

東京都中野区新井○－○－○
株式会社黒川商事
代表取締役　黒川浩一 ㊞

株式
会社 近代銀行中野支店

@1,000,000*

▼支払期日欄の平成表記が新元号に訂正された次の手形は有効ですか。

▼次の手形が支払呈示期間内に呈示された場合は、どのように取り扱えばよいですか。

▼次の手形が支払呈示された場合は、どのように取り扱えばよいですか。

令和


